
第１４１回定時株主総会招集ご通知に際しての

  イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

◆事業報告

１．当行の新株予約権等に関する事項

２．会計監査人に関する事項

３．財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

４．業務の適正を確保するための体制

５．特定完全子会社に関する事項

６．親会社等との間の取引に関する事項

７．会計参与に関する事項

◆計算書類等

１．計算書類の「株主資本等変動計算書」「計算書類の注記」

２．連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結計算書類の注記」

2021年4月 1日から

2022年3月31日まで
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◆事業報告 

１．当行の新株予約権等に関する事項 

（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 
 

 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取締役 

（監査等委員及び

社外取締役である

ものを除く。） 

 

（1）名称 

2009年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

38個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 3,800株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2009年８月１日から2039年７月31日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

１ 名 

 

（1）名称 

2010年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

47個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 4,700株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2010年８月３日から2040年８月２日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

１ 名 

 

（1）名称 

2011年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

76個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 7,600株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2011年８月２日から2041年８月１日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

１ 名 
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 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取締役 

（監査等委員及び

社外取締役である

ものを除く。） 

 

（1）名称 

2012年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

74個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 7,400株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2012年８月４日から2042年８月３日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

１ 名 

 

（1）名称 

2013年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

103個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 10,300株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2013年８月３日から2043年８月２日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

３ 名 

 

（1）名称 

2014年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

106個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 10,600株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2014年８月５日から2044年８月４日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

３ 名 
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 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取締役 

（監査等委員及び

社外取締役である

ものを除く。） 

 

（1）名称 

2015年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

82個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 8,200株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2015年７月31日から2045年７月30日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

３ 名 

 

（1）名称 

2016年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

135個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 13,500株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2016年８月３日から2046年８月２日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

３ 名 

 

（1）名称 

2017年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

174個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 17,400株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2017年８月３日から2047年８月２日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

５ 名 
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 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取締役 

（監査等委員及び

社外取締役である

ものを除く。） 

 

（1）名称 

2018年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

218個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 21,800株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2018年８月４日から2048年８月３日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

５  名 

 

（1）名称 

2019年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

453個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 45,300株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2019年８月３日から2049年８月２日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

８  名 

 

（1）名称 

2020年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

480個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 48,000株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2020年７月31日から2050年７月30日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

８  名 
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 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取締役 

（監査等委員及び

社外取締役である

ものを除く。） 

 

（1）名称 

2021年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

540個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 54,000株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2021年７月30日から2051年７月29日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

８ 名 
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 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取締役 

（監査等委員） 

 

（1）名称 

2011年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

46個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 4,600株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2011年８月２日から2041年８月１日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

１  名 

 

（1）名称 

2012年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

45個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 4,500株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2012年８月４日から2042年８月３日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

１  名 

 

（1）名称 

2013年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

28個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 2,800株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2013年８月３日から2043年８月２日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

１  名 
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 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取締役 

（監査等委員） 

 

（1）名称 

2014年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

29個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 2,900株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2014年８月５日から2044年８月４日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

１  名 

 

（1）名称 

2015年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

21個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 2,100株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2015年７月31日から2045年７月30日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

１  名 

 

（1）名称 

2016年新株予約権 

（2）新株予約権の数 

35個 

（3）目的となる株式の種類及び数 

普通株式 3,500株 

（4）権利行使価格（１株あたり） 

１円 

（5）新株予約権の行使期間 

2016年８月３日から2046年８月２日まで 

（6）権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 
 

１  名 

 

（注）取締役（監査等委員）が有している新株予約権は、取締役（監査等委員）就任前に付与されたものであります。 

 

（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 

 該当ありません。 
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２．会計監査人に関する事項 

（1）会計監査人の状況 
 

氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 その他 

有限責任 あずさ監査法人 

67百万円 － 
指定有限責任社員  黒木 賢一郎 

指定有限責任社員  神田 正史 

指定有限責任社員  齊藤 幸治 
 

注１．当行および当行子法人等が当該監査法人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は82百万円でありま

す。 

２．当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬

の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。 

３．監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、

前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの

相当性などを確認し、検討した結果、これらについて妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について

会社法第399条第１項の同意を行っております。 

 

（2）責任限定契約 

 該当ありません。 

 

（3）会計監査人に関するその他の事項 

 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当し、解任が適切と判断される場合に

は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。 

 また、監査等委員会は、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、監査の適正性をより

高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断する場合、その他会計監査人の変更が必要と判断される場合に

は、会計監査人の解任または再任しないことに関して、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。 

 

３．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 該当ありません。 
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４．業務の適正を確保するための体制 

 当行は、取締役会決議により、業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システム）の整備にかかる基

本方針を定めております。事業年度末日現在における当該基本方針の内容および運用状況の概要については、下記の

とおりであります。これらの体制は有効に構築・運用されており、今後も管理態勢の強化および実効性のさらなる強

化を図っていく方針であります。 

【業務の適正を確保するための体制の整備状況の概要】 

〔１〕取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

（1）取締役は、当行の企業倫理を定めた「企業行動規範」および業務遂行にあたって考慮しなければならない「行

動指針」に則って職務を執行し、取締役に関する基本事項を定めた「取締役規程」を遵守する。 

 取締役会については原則１か月に１回、その他必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに、

相互に業務執行を監督する。その運営にあたっては「取締役会規程」に則り、適正を確保し、法令・定款違反を

未然防止する。 

 また、当行は監査等委員会設置会社であり、各監査等委員が、監査等委員会の定める方針や分担に従って取締

役の職務執行の状況を監査し、必要に応じ意見の表明や取締役の行為の差止めなど適切な措置を講じる。 

（2）取締役会は、反社会的勢力との関係を遮断し、断固として排除するため以下の体制を整備する。 

（ア）反社会的勢力による不当要求には組織として対応し、対応する取締役および使用人の安全を確保する。 

（イ）平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築する。 

（ウ）反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶

し、資金提供は絶対に行わない。 

（エ）反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。 

（オ）反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事等を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するため

の裏取引や資金提供は絶対に行わない。 

 

〔２〕取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 当行は、取締役の職務執行に係る情報について、「取締役会規程」に基づき、関連資料とともに取締役会議事

録を10年間保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。その他の重要書類についても「情報資産管理基

準」および社内規程に則り、保存媒体毎に適切に管理する。 

 また、上記媒体については、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。 

 

〔３〕損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（1）当行は、当行の業務執行に係る主要なリスクとして以下の（ア）から（オ）のリスクを認識し、個々のリスク

の把握と管理、および統合的なリスク管理の体制を整備する。 

 なお、各リスクの詳細な定義については、「リスク管理基本規程」に定める。 

（ア）信用リスク 

（イ）市場リスク 

（ウ）流動性リスク 

（エ）オペレーショナル・リスク 

（オ）その他経営に重大な影響を及ぼすリスク 

（2）リスクに見合った十分な自己資本の充実を通じ、当行の業務の健全性および適切性を確保するため、自己資本

管理体制および資産査定管理体制を整備する。 

（3）各種リスクの管理は「リスク管理基本規程」に定めるリスク管理の基本方針、その他リスク管理に関する諸規

程等に則り行う。また、当行の統合的リスク管理部署をコンプライアンス・リスク統括部とし、各種リスク毎の

主管部署を定めるとともに、リスク管理委員会等の委員会を設置し、適正なリスク管理を行う。 

（4）業務計画、中期経営計画等の戦略目標策定時には、リスク管理計画を定める。また、各種リスクの管理状況に

ついては、定期的に取締役会へ報告する。 

（5）不測の事態が発生した場合には、緊急対策本部の設置など体制を整備するとともに、「危機管理マニュアル」

に則り損害拡大を防止すべく適切に対応する。 

 

〔４〕取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（1）当行の経営に影響を及ぼす事項は、取締役会で決議すべき重要事項として事前に会長、副会長、頭取、副頭取、

専務取締役、常務取締役によって構成され、監査等委員が出席する常務会において議論を行い、審議する。 

（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限規程」、各種諸規程等に定められた決裁権限、手続

きに則り行う。 
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〔５〕使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

（1）当行は、コンプライアンス体制を確保することを目的として「企業行動規範」および「行動指針」ならびに

「法令等遵守規程」「コンプライアンスマニュアル」を定める。 

 また、就業規則その他諸規程、事務取扱要領等についても、法令および定款に適合する内容とする。 

（2）コンプライアンス重視の企業風土醸成のため、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、

体制の整備と法令遵守状況の把握等を行う。コンプライアンスに関する統括部署をコンプライアンス・リスク統

括部とし、コンプライアンスに関する諸施策の検討等を行う。 

（3）当行のコンプライアンスの基本方針および実施計画として、年度毎のコンプライアンスプログラムの策定・見

直し、コンプライアンスチェックの定期的な実施、コンプライアンス研修の実施などコンプライアンス態勢の整

備に向けた諸施策を計画的に実行する。 

（4）内部監査部門として執行部門から独立した監査部を置き、使用人の職務が法令および定款等に適合することの

監査を行う。 

（5）法令違反その他コンプライアンスに関する事実が発見された場合には、就業規則に基づき社内通報システムで

ある「経営ヘルプライン」等により適切に対応する。 

 

〔６〕次に掲げる体制その他の当行ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

・子会社の取締役、その他これらの者に相当する者（以下「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当

行への報告に関する事項 

・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  

（1）中国銀行グループ各社における業務の適切性の確保および実効性ある経営管理を行うため、「中国銀行グルー

プ運営規程」を定める。中国銀行グループ各社では、当行の各種規程に準じて諸規程を定めるとともに、各社の

業務内容・組織形態にふさわしい体制整備を行い、業務の適正を確保する。 

（2）当行では、中国銀行グループ各社に対し協議・報告に関する基準を定め、その基準に従い当行への決裁・報告

を受ける体制を基礎としたグループ各社の経営管理を行う。当行での決裁・報告事項のうち、重要な事項につい

ては、当行監査等委員会へ報告する。 

   また、当行は、グループ会社と監査契約を締結し、内部監査を実施する。 

（3）中国銀行グループ各社では「リスク管理基本規程」を定め、個々のリスクの把握と管理、統合的なリスク管理

の体制を整備するとともに、「中国銀行グループ運営規程」に則り所定事項について協議・報告を行う。また、

不測の事態が発生した場合には「危機管理マニュアル」に則り、損害拡大を防止すべく適切な対応を行う。 

（4）中国銀行グループ各社の取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限規程」ほか各種規程を整備

し、定められた決裁権限、手続きに則り行う。 

（5）中国銀行グループ各社ではコンプライアンス体制を確保するため、「企業行動規範」「行動指針」ならびに

「コンプライアンスマニュアル」を定める。また、就業規則その他諸規程等についても法令および定款に適合す

る内容とする。 

（6）中国銀行グループでは、グループ各社の社内不正事件を直接グループトップに通報できる中国銀行グループの

「経営ヘルプライン」に関する規程を定め、その適切な運用を維持する。 

（7）グループ各社は、当行からの経営管理・経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題がある

と認めた場合、当行監査等委員会に報告する。 

（8）中国銀行グループは、会計に関する法令や基準等を遵守し、グループの財務報告の適正性を確保するための内

部管理体制を整備する。 

 

〔７〕監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を

除く。）からの独立性に関する事項および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

（1）当行は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を監査等委員会室に置く。 

（2）監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、取締役の業務執行にかかる業務を兼務せず、監査等委員会監査に

関する調査・企画・管理・指導を行うことを規定する。 

 また、監査等委員会の職務を補助する使用人の人事考課、人事異動については、事前に監査等委員会と協議し、

同意を得た上で決定することとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。 
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〔８〕次に掲げる体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 

・取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制 

・子会社の取締役、監査役、その他これらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体

制 

・当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

（1）取締役および使用人は、「監査等委員会への報告基準」に基づき、当行の経営に影響を及ぼす重要な事項その

他必要な事項について、適時に監査等委員会に報告する。 

 前記に関わらず、監査等委員会は必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができる。 

（2）子会社の取締役、監査役、その他これらの者から報告を受けた者は、「中国銀行グループ運営規程」ならびに

「関連会社協議・報告運用基準」に基づき、当行の経営に影響をおよぼす重要な事項その他必要な事項について、

適時に監査等委員会へ報告する。 

（3）当行および子会社は、役職員が当該報告をしたことを理由として、報告者に対して解雇その他いかなる不利益

な取扱いも行わない。 

 

〔９〕監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 当行は「監査等委員会監査等基準」により、監査等委員会が職務の執行上必要と認める費用についてあらかじ

め予算を計上する。ただし、緊急または臨時に支出した費用については、事後、当行に償還を請求することがで

きる。 

 

〔10〕その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 当行は、「監査等委員会規程」ならびに「監査等委員会監査等基準」により、経営に重要な影響を及ぼす意思

決定を行う会議への監査等委員の出席、重要書類の監査等委員会への回覧、内部監査部門・会計監査人・監査法

人との連携等を通じ、監査等委員会の監査の実効性確保に努める。 

 また、代表取締役は監査等委員会との定期的な意見交換を行い、当行が対処すべき課題、監査等委員会監査の

環境整備等について相互認識を深める。 

 

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】 

 当行では、業務の適正を確保するための体制の運用状況を定期的に取締役会に報告し、必要に応じて見直しを行っ

ております。 

 業務の適正を確保するための当事業年度の主な運用状況は次のとおりであります。 

〔１〕取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

・「取締役会規程」に基づき、原則月１回の取締役会を開催し、法令または定款に定められた事項および経営上

重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務の監督を行っております。なお、当該期間におきましては、

取締役会を11回開催しております。 

・弁護士１名、公認会計士２名を含む６名の社外取締役（監査等委員を含む。）により、取締役に対する監督・

監査機能の実効性を強化しております。 

 

〔２〕損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 当行の業務執行に係る主要なリスクを適切に管理するため、ＡＬＭ委員会、リスク管理委員会、オペレーショ

ナル・リスク管理委員会、与信管理委員会等を設置しております。各委員会の役割と開催状況は次のとおりであ

ります。 

・ＡＬＭ委員会 

金利為替予測、内外資金に関する安定的収益確保策、収益の月次実績の分析ならびに今後の方針・施策を主に

審議しており、14回開催しております。 

・リスク管理委員会 

信用リスク・市場リスク・流動性リスク等のリスク管理全般に関する事項を主に審議しており、10回開催して

おります。 

・オペレーショナル・リスク管理委員会 

オペレーショナル・リスク、危機管理計画、その他重要なリスクに関する事項を主に審議しており、４回開催

しております。 

・与信管理委員会 

大口与信先に関する案件の協議、融資スキームに関するリスクの所在の検証を主に審議しており、６回開催し

ております。 
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〔３〕取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・2016年６月24日の監査等委員会設置会社への移行の際に、重要な業務執行の決定権限の一部を取締役会から常

務会に委任することにより、取締役会付議事項を経営戦略など重要性の高い議案に絞り込み、取締役会の議論

の充実を図っております。 

 

〔４〕使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

・コンプライアンス重視の企業風土醸成のため、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置して

おり、当該期間におきましては14回開催しております。 

・外部の顧問弁護士４名のみならず、社内弁護士を３名配置し、法律問題について随時相談できる体制としてお

ります。 

・コンプライアンスを全行員に周知徹底するため、本部においてテーマを定め、全部署ごとに毎月コンプライア

ンス勉強会を実施しております。 

 

〔５〕当行ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

・グループ会社では、当行の各種規程に準じて諸規程を定めるとともに、各社の業務内容・組織形態にふさわし

い体制整備を行い、業務の適正性を確保しております。 

・当行は、グループ各社に対し協議・報告に関する基準を定め、その基準に従い当行からの決裁・指示を受ける

体制を徹底することにより、グループ各社の経営管理を行っております。当該協議・報告のうち重要な事項に

ついては、当行監査等委員会へ報告しております。 

 

〔６〕その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査等委員会は、社外監査等委員４名を含む６名で構成されています。当該期間において監査等委員会は12回

開催し、監査に対する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。 

・監査等委員会は、監査部と随時実施している情報交換会、概ね月１回開催される内部監査報告会への出席、原

則月１回開催される監査結果の意見交換会、年２回開催される「三様監査意見交換会」（監査等委員、監査部、

外部監査人が出席）により、相互の連携を図っております。 

 

５．特定完全子会社に関する事項 

 該当ありません。 

 

６．親会社等との間の取引に関する事項 

 該当ありません。 

 

７．会計参与に関する事項 

 該当ありません。 
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◆計算書類等 

１．計算書類の株主資本等変動計算書 

 

 

 
(単位：百万円) 

 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 

固定資産 
圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 15,149 6,286 6,286 15,149 535 393,600 32,734 442,019 △9,622 453,831 

会計方針の変更による
累積的影響額 

            △335 △335   △335 

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 

15,149 6,286 6,286 15,149 535 393,600 32,398 441,683 △9,622 453,496 

当期変動額           

剰余金の配当             △4,406 △4,406   △4,406 

別途積立金の積立      10,000 △10,000 －  － 

当期純利益             16,915 16,915   16,915 

自己株式の取得                 △2,000 △2,000 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

                    

当期変動額合計 － － － － － 10,000 2,509 12,509 △2,000 10,509 

当期末残高 15,149 6,286 6,286 15,149 535 403,600 34,908 454,193 △11,623 464,005 

 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 95,279 △5,320 89,958 217 544,007 

会計方針の変更による
累積的影響額 

        △335 

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 

95,279 △5,320 89,958 217 543,671 

当期変動額      

剰余金の配当         △4,406 

別途積立金の積立     － 

当期純利益         16,915 

自己株式の取得         △2,000 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

△29,246 4,713 △24,532 39 △24,493 

当期変動額合計 △29,246 4,713 △24,532 39 △13,983 

当期末残高 66,033 △606 65,426 256 529,688 

第141期 ( 2021年４月１日から 
2022年３月31日まで ) 株主資本等変動計算書 
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計算書類の注記 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

（重要な会計方針） 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

  商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人

等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は

移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っておりま

す。 

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、

時価法により行っております。 

 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 

４．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 有形固定資産は、建物については定率法（その他は法人税法に基づく定率法）を採用しております。 

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 ：４年～40年 

その他：２年～20年 

（2）無形固定資産 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における

利用可能期間（５年間）に基づいて償却しております。 

（3）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数と

した定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるもの

は当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 

６．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準により、次のとおり計上しております。 

 ｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士

協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2020年10月８日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債

権については、主として、貸出金等の平均残存期間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上し

ており、これらの予想損失額は、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値、

または景気循環等長期的な視点も踏まえた過去の平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正

を加えて算定することとしております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。 

 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除した残額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取に係るキャッシ

ュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の

約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）に

より計上することとしております。 

 破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

 なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘

定として計上することとしております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査しております。 



  

―15― 

（2）賞与引当金 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度

に帰属する額を計上しております。 

（3）退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末

までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上

の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用 ：企業年金制度にかかるものについて、発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額を発生した事業年度から損益処理 

数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

（4）睡眠預金払戻損失引当金 

 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、過去の

払戻実績率に基づき計上しております。 

（5）ポイント引当金 

 ポイント引当金は、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生する費用負担に備えるため、

過去の使用実績率に基づき計上しております。 

 

７．収益の計上基準 

顧客との契約について以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。 

 ステップ１：顧客との契約を識別する 

 ステップ２：契約における履行義務を識別する 

 ステップ３：取引価格を算定する 

 ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する 

 ステップ５：履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する 

当行は、内国為替、預り資産の販売、投資銀行業務など広範な銀行業務に関連するサービスの提供等を行ってお

り、当行が顧客との契約に基づく義務を履行した時点で収益を認識しております。 

 

８．ヘッジ会計の方法 

（1）金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用

に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日。以

下「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方

法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金、有価証券とヘッジ手段である金

利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

（2）為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年

10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務

等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ

対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することに

よりヘッジの有効性を評価しております。 

 また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価

証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等

を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。 

 

９．証券投資信託の解約損益に関する会計処理 

 証券投資信託の期中解約損益については、有価証券利息配当金に計上しております。なお、邦貨建証券投資信託

及び外貨建証券投資信託ごとの有価証券利息配当金が負の金額となる場合には、当該負の金額を国債等債券償還損

に計上することとしております。 

 

10．消費税等の会計処理 

 有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 
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11．退職給付に係る会計処理 

 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類

におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。 

 

（会計方針の変更) 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

 連結計算書類「注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

 連結計算書類「注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 

 

（表示方法の変更） 

 連結計算書類「注記事項(表示方法の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 

 

（重要な会計上の見積り） 

 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に

重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。 

１．貸倒引当金 

 当行では、与信業務は最大の収入源であり、貸借対照表上、貸出金、支払承諾見返等の信用リスク資産の占める

重要性は高く、経営成績や財政状態に及ぼす影響が大きいことから、会計上の見積りにおいて重要なものと判断し

ております。 

（1）当事業年度に係る計算書類に計上した金額 

 当事業年度末の貸借対照表に計上した貸倒引当金は、48,486百万円であり、算出にあたり採用した会計上の見

積りに関する内容は次のとおりであります。 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

 （1）の金額の算出方法は、連結計算書類「注記事項（重要な会計上の見積り）１．貸倒引当金」の内容と同一

であります。  
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額 11,471 百万円 

 

 ２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、

貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているもので

あって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国

為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されてい

る有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 20,918百万円 

危険債権額 46,492百万円 

三月以上延滞債権額  650百万円 

貸出条件緩和債権額  27,659百万円 

合計額 95,721百万円 

 

   破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によ

り経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

   危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しな

いものであります。 
   三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債

権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 
 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債

権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

   なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
 （表示方法の変更） 

 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年１月24日 内閣府令第３号）が2022年３月31日から施行

されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づ

く開示債権の区分等に合わせて表示しております。 

 

３．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額

面金額は15,479百万円であります。 

 

４．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士協

会会計制度委員会報告第３号 2014年11月28日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元

本金額のうち、貸借対照表計上額は1,341百万円であります。 

 

５．担保に供している資産は次のとおりであります。 

  担保に供している資産 

有価証券 1,225,738 百万円 

貸出金 523,614 百万円 

その他資産 73 百万円 

担保資産に対応する債務 

借用金 656,830 百万円 

債券貸借取引受入担保金 588,355 百万円 

売現先勘定 191,006 百万円 

預金 32,234 百万円 

 上記のほか、日本銀行当座貸越契約、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証

券21,436百万円、商品有価証券99百万円及びその他資産25百万円を差し入れております。 

 また、「その他の資産」には、中央清算機関差入証拠金53,928百万円及び保証金523百万円を含んでおります。 

 



  

―18― 

 
６．当座貸越契約及び貸付金等に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、1,610,075百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は

任意の時期に無条件で取消可能なもの）が1,481,137百万円あります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、

債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額を

することができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保

を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約

の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

 

７．有形固定資産の減価償却累計額 79,957 百万円 

 

８．有形固定資産の圧縮記帳額 4,981 百万円 

 

９．「有価証券」中の「社債」のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の

保証債務の額は101,798百万円であります。 

 

10．関係会社に対する金銭債権総額 11,410 百万円 

 

11．関係会社に対する金銭債務総額 22,179 百万円 

 

12．社債には、劣後特約付社債10,000百万円が含まれております。 

 

13．取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権総額 23 百万円 
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（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 521 百万円 

役務取引等に係る収益総額 1,395 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 110 百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 1 百万円 

役務取引等に係る費用総額 49 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 1,547 百万円 

 

２．当期において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

 （イ）岡山県内 

用途 営業用店舗等 10ヵ所 

 遊休資産 ３ヵ所 

種類 土地及び建物等  

減損損失額 309 百万円  

 （ロ）岡山県外 

用途 営業用店舗等 ３ヵ所 

 遊休資産 ３ヵ所 

種類 土地及び建物等  

減損損失額 195 百万円  

 

 これらの営業用店舗等は、営業キャッシュ・フローの低下により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額（す

べて正味売却価額）まで減額し、当該減少額を減損損失（505百万円）として特別損失に計上しております。 

 営業用店舗等については、継続的な収支の把握を行っている「グループ店」単位または支店単位で、処分予定資

産及び遊休資産については各資産単位でグルーピングしております。また、本部、コンピューターセンター、厚生

施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。 

 なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額によ

る場合は不動産鑑定評価基準に基づき、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを４％で割り引いて、それ

ぞれ算出しております。 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 
 

 
当事業年度 
期首株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

摘要 

自己株式      

 普通株式 7,213 2,307 － 9,520 注 

合計 7,213 2,307 － 9,520  
 

（注） 増加株式数2,307千株のうち、1,148千株は2021年５月14日開催の取締役会決議による買受けによるもの、1,158
千株は2021年11月12日開催の取締役会決議による買受けによるもの、残りの０千株は単元未満株式の買取りに
よるものです。 
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（有価証券関係） 

 貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、「買入金銭債権」

中の信託受益権が含まれております。 

１．売買目的有価証券（2022年３月31日現在） 
 

 当事業年度の損益に含まれた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 △16 

 

２．満期保有目的の債券（2022年３月31日現在） 
 

 種類 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

時価が貸借対照表計上額を 
超えるもの 

国債 11,398 11,542 144 

小計 11,398 11,542 144 

合計 11,398 11,542 144 

 

３．子会社・子法人等株式（出資金）及び関連法人等株式（出資金）（2022年３月31日現在） 
 

 貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式（出資金） 11,432 

関連法人等株式（出資金） 38 

合計 11,471 
 

 上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローが約定されておりません。 
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４．その他有価証券（2022年３月31日現在） 

 

 種類 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 108,327 52,343 55,984 

債券 1,015,021 1,000,614 14,407 

国債 476,602 466,190 10,412 

地方債 373,108 370,058 3,050 

社債 165,309 164,365 944 

その他 275,301 222,365 52,936 

外国証券 131,488 129,547 1,941 

その他 143,812 92,818 50,994 

小計 1,398,650 1,275,322 123,327 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 11,841 14,068 △2,226 

債券 735,797 746,328 △10,531 

国債 206,242 212,392 △6,149 

地方債 381,693 385,206 △3,513 

社債 147,861 148,729 △868 

その他 328,210 344,357 △16,146 

外国証券 272,470 285,889 △13,419 

その他 55,740 58,467 △2,727 

小計 1,075,849 1,104,754 △28,904 

合計 2,474,500 2,380,077 94,423 
 

（注） 上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額 
 

 貸借対照表計上額（百万円） 

① 非上場株式（※１） 3,458 

② 投資事業組合出資金（※２） 13,189 

③ 私募投資信託（※２） 795 

④ 外貨外国株式 0 

合計 17,443 
 

（※１） 当事業年度における減損処理額は、非上場株式１百万円であります。 

（※２） 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019

年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 
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５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

 

 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 40,273 6,039 2,758 

債券 280,291 5,487 3,248 

国債 272,773 5,467 3,248 

地方債 7,122 18 － 

社債 395 1 － 

その他 478,396 7,674 10,121 

外国証券 441,082 4,122 9,826 

その他 37,314 3,551 294 

合計 798,961 19,200 16,129 
 

 

６．減損処理を行った有価証券 

 売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価

が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについて

は、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処

理」という。）しております。 

 当事業年度における減損処理額は、社債132百万円であります。 

 なお、当該減損処理は期末に50％以上時価が下落した銘柄については全て実施し、30％以上50％未満下落した銘

柄については、過去１年間の価格動向等により回復可能性が乏しいと判定した銘柄について実施しております。 

 

（金銭の信託関係） 

 運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在） 
 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
当事業年度の損益に含まれた評価差額 

（百万円） 

運用目的の金銭の信託 23,000 － 
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（税効果会計関係） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産     

貸倒引当金 14,045 百万円 

退職給付引当金 6,358 百万円 

その他有価証券評価損 8,815 百万円 

減価償却費 3,983 百万円 

繰延ヘッジ損 1,677 百万円 

有価証券評価減 747 百万円 

固定資産減損損失 1,273 百万円 

賞与引当金 473 百万円 

ソフトウェア 429 百万円 

その他 742 百万円 

繰延税金資産小計 38,546 百万円 

評価性引当額 △1,861 百万円 

繰延税金資産合計 36,685 百万円 

繰延税金負債    

その他有価証券評価益 △37,176 百万円 

固定資産圧縮積立額 △235 百万円 

繰延ヘッジ益 △1,410 百万円 

その他 △12 百万円 

繰延税金負債合計 △38,834 百万円 

繰延税金負債の純額 △2,149 百万円 

 

（ストック・オプション等関係） 

 １．ストック・オプションにかかる当事業年度における費用計上額及び科目名 

営業経費 39 百万円 

 

 ２．当事業年度に付与したストック・オプションの内容 
 

 2021年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当行取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。） ８名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注１） 普通株式 54,000株 

付与日 2021年７月29日 

権利確定条件 該当ありません。 

対象勤務期間 該当ありません。 

権利行使期間（注２） 2021年７月30日から2051年７月29日まで 

権利行使価格（注３） １円 

付与日における公正な評価単価（注３） 728円 
 

 (注１) 株式数に換算して記載しております。 

(注２) 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約

権を行使できるものとします。 

 (注３) １株当たりに換算して記載しております。 
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（関連当事者との取引に関する注記） 

 １．子会社及び関連会社等 

（単位：百万円） 
 

種類 
会社等 
の名称 

所在地 資本金 

議決権等の 
所有 

（被所有） 
割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 中銀保証㈱ 
岡山県 
岡山市 

50 
所有 
直接50％ 
間接50％ 

債務被保証 
当行住宅ローン等に対する
債務被保証（注） 

－ － 894,523 

 

（注） 住宅ローン等に対する債務被保証については、信用保証契約書に基づき行っております。保証料は、各種ロー
ン債務者が保証会社に直接支払っております。 

 

 ２．役員及び個人主要株主等 

（単位：百万円） 
 

種類 
会社等 
の名称 
又は氏名 

所在地 資本金 
事業の内容 
又は職業 

議決権等の 
所有 

（被所有） 
割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

役員及びその近親者 西山 強志  ― ― 会社役員 なし 資金貸借 
資金の貸付 
（注） 

平均残高 

27 
貸出金 26 

役員及びその近親者
が議決権の過半数を
所有している会社等 

(有)流尾 
岡山県 
浅口市 

3 帽子製造 なし 資金貸借 
資金の貸付 
（注） 

平均残高 

33 
貸出金 33 

㈱ニシテクノ 
岡山県 
岡山市 

20 土木工事 なし 資金貸借 
資金の貸付 
（注） 

平均残高 

529 
貸出金 510 

㈲エヌアート 
岡山県 
倉敷市 

40 土木工事 なし 資金貸借 
資金の貸付 
（注 

平均残高 

17 
貸出金 18 

 

（注） 資金の貸付については、市場金利等を勘案して、条件を決定しております。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 2,850円22銭 

１株当たりの当期純利益金額 90円62銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 90円50銭 
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２．連結計算書類の連結株主資本等変動計算書 

 

( 2021年４月１日から 
2022年３月31日まで ) 連結株主資本等変動計算書 

 
(単位：百万円) 

 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 15,149 8,153 463,305 △9,622 476,985 

会計方針の変更による累
積的影響額 

  △335  △335 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 

15,149 8,153 462,969 △9,622 476,649 

当期変動額      

剰余金の配当     △4,406   △4,406 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

    18,374   18,374 

自己株式の取得       △2,000 △2,000 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

          

当期変動額合計 － － 13,968 △2,000 11,968 

当期末残高 15,149 8,153 476,938 △11,623 488,618 

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
退職給付に係る 
調整累計額 

その他の包括 
利益累計額合計 

当期首残高 96,574 △5,320 △6,258 84,994 217 562,197 

会計方針の変更による累
積的影響額 

     △335 

会計方針の変更を反映した
当期首残高 

96,574 △5,320 △6,258 84,994 217 561,861 

当期変動額       

剰余金の配当           △4,406 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

          18,374 

自己株式の取得           △2,000 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

△28,965 4,713 2,797 △21,454 39 △21,415 

当期変動額合計 △28,965 4,713 2,797 △21,454 39 △9,446 

当期末残高 67,608 △606 △3,461 63,540 256 552,414 
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連結計算書類の注記 

連結計算書類の作成方針 

 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等  ７社 

中銀保証株式会社、中銀リース株式会社、中銀カード株式会社、中銀アセットマネジメント株式会社、株式会社

ＣＢＳ、中銀事務センター株式会社、中銀証券株式会社 

② 非連結の子会社及び子法人等 

株式会社せとのわ、中銀投資事業組合４号、ちゅうぎんアグリサポートファンド投資事業有限責任組合、ちゅう

ぎんイノベーションファンド投資事業有限責任組合、ちゅうぎん農業ファンド投資事業有限責任組合、ちゅうぎ

ん晴れの国インフラファンド投資事業有限責任組合、ちゅうぎんブリッジファンド投資事業有限責任組合、ちゅ

うぎんインフィニティファンド１号投資事業有限責任組合 

 非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に

見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財

政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しており

ます。 

 

(2）持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等  該当ありません。 

② 持分法適用の関連法人等          該当ありません。 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

株式会社せとのわ、中銀投資事業組合４号、ちゅうぎんアグリサポートファンド投資事業有限責任組合、ちゅう

ぎんイノベーションファンド投資事業有限責任組合、ちゅうぎん農業ファンド投資事業有限責任組合、ちゅうぎ

ん晴れの国インフラファンド投資事業有限責任組合、ちゅうぎんブリッジファンド投資事業有限責任組合、ちゅ

うぎんインフィニティファンド１号投資事業有限責任組合 

④ 持分法非適用の関連法人等 

おかやまキャピタルマネジメント株式会社 

 持分法非適用の非連結の子会社及び関連法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合

う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に

重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

⑤ 他の会社等の議決権の100分の20以上100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連法人

等としなかった当該他の会社等の名称 

Marine Link株式会社 

（関連法人等としなかった理由） 

 投資事業等を営む非連結の子会社及び子法人等が、投資育成を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取

引として株式を所有しており、傘下に入れる目的ではないことから、関連法人等として取り扱っておりません。 

 

(3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

 ３月末日  ７社 
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 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。 

 

１．会計方針に関する事項 

（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

 

（2）有価証券の評価基準及び評価方法 

（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の

関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は移動平均法

により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

（ロ）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記（1）と同じ方法により行っております。 

 

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 

（4）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当行の有形固定資産は、建物については定率法（その他は法人税法に基づく定率法）を採用しております。ま

た、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 ：４年～40年 

その他：２年～20年 

 連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、主として法人税法に基づく定率法により償却して

おります。 

② 無形固定資産 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、当行の自社利用のソフトウェアについては、当行で

定める利用可能期間（５年間）に基づいて償却しております。 

③ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数と

した定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるもの

は当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

 

（5）貸倒引当金の計上基準 

 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準により、次のとおり計上しております。 

 ｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協

会銀行等監査特別委員会報告第４号 2020年10月８日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権に

ついては、主として、貸出金等の平均残存期間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、

これらの予想損失額は、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値、または景気

循環等長期的な視点も踏まえた過去の平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定

することとしております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証

による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。 

 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可

能見込額を控除した残額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシ

ュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約

定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により

計上することとしております。 

 破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

 なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定

として計上することとしております。 
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 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産

監査部署が査定結果を監査しております。 

 連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認め

た額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上して

おります。 

 

（6）賞与引当金の計上基準 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年

度に帰属する額を計上しております。 

 

（7）役員賞与引当金の計上基準 

 連結される子会社及び子法人等の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の

支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

 

（8）役員退職慰労引当金の計上基準 

 連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職

慰労金に係る内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。 

 

（9）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った当行の睡眠預金の払戻請求に備えるため、過

去の払戻実績率に基づき計上しております。 

 

（10）ポイント引当金の計上基準 

 ポイント引当金は、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生する費用負担に備えるため、過

去の使用実績率に基づき計上しております。 

 

（11）特別法上の引当金の計上基準 

 特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、連結される子会社が

金融商品取引法第46条の５及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額

を計上しております。 

 

（12）退職給付に係る会計処理の方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付

算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用 企業年金制度にかかるものについて、発生した連結会計年度の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を発生した連結会計年度から損益

処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

 なお、連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期

末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

 

（13）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
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（14）収益及び費用の計上基準 

(イ)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

  リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

 (ロ)顧客との契約から生じる収益 

 当行及び連結子会社は、顧客との契約について以下のステップを適用することにより、収益を認識しておりま

す。 

 ステップ１：顧客との契約を識別する 

 ステップ２：契約における履行義務を識別する 

 ステップ３：取引価格を算定する 

 ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する 

 ステップ５：履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する 

 当行及び連結子会社は、内国為替、預り資産の販売、投資銀行業務など広範な銀行業務に関連するサービスの

提供等を行っており、当行及び連結子会社が顧客との契約に基づく義務を履行した時点で収益を認識しておりま

す。 

 

（15）重要なヘッジ会計の方法 

（イ）金利リスク・ヘッジ 

 当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基

準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17

日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性

評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金、有価証券とヘッジ手段

である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ 

 当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 

2020年10月８日。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭

債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、

ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認する

ことによりヘッジの有効性を評価しております。 

 また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価

証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等

を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。 

 

（16）証券投資信託の解約損益に関する会計処理 

 当行では、証券投資信託の期中解約損益については、有価証券利息配当金に計上しております。また、邦貨建証

券投資信託及び外貨建証券投資信託ごとの有価証券利息配当金が負の金額となる場合には、当該負の金額を国債等

債券償還損に計上することとしております。 

 

（17）消費税等の会計処理 

 有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。 
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（会計方針の変更） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 

 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、

当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益

剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、これによる利益剰余金の期首残高への影

響はありません。また、連結計算書類に与える影響は軽微であります。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第８項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調

整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと

見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項

また書きに定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累

積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金が335百万円減少、その他資産が483百万円減少、繰延税金負債が147百

万円減少、１株当たり純資産額が１円78銭減少しております。なお、連結計算書類に与える影響は軽微であります。 

 また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-

2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること

といたしました。 

 

（表示方法の変更） 

 従来、当行が締結している団体信用生命保険等の受取配当金は「その他経常収益」に計上しておりましたが、団体

信用生命保険における支払保険料と受取配当金に係る契約の変更が生じたこと、並びに受取配当金の額が増加傾向に

あることを契機に計上方法の見直しを検討した結果、支払保険料から受取配当金を控除した額を費用として計上する

ことが、本来負担すべき保険料を表示するという観点からより適切であると判断し、当連結会計年度より、「役務取

引等費用」から控除しております。 

 

（重要な会計上の見積り） 

 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係

る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。 

１．貸倒引当金 

 当行グループにおいては、与信業務は最大の収入源であり、連結貸借対照表上、貸出金、支払承諾見返等の信用

リスク資産の占める重要性は高く、経営成績や財政状態に及ぼす影響が大きいことから、会計上の見積りにおいて

重要なものと判断しております。 

（1）当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した金額 

 当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上した貸倒引当金は、52,172百万円であり、算出にあたり採用した会

計上の見積りに関する内容は次のとおりであります。 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

①金額の算出方法 

｢１．会計方針に関する事項 （5）貸倒引当金の計上基準」に記載しております。 

 ｢貸倒引当金の計上基準」に記載している資産の自己査定とは、保有する資産を個別に検討して、回収の危険性

または価値の毀損の危険性の度合に従って区分することをいい、債務者区分（正常先、要注意先、破綻懸念先、

実質破綻先及び破綻先）に応じて、適正な償却・引当を実施しております。なお、要注意先のうち三月以上延滞

債権及び貸出条件緩和債権については要管理先として区分して償却・引当を実施しております。 

 当行では、格付モデルなどによる基礎格付をもとに、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力等を勘案

した返済能力を判定し、債務者に対する貸出条件及びその履行状況を確認のうえ、業種等の特性を踏まえ、事業

の継続性と収益性の見通し、年間弁済可能額による債務償還能力、経営改善計画等の妥当性、金融機関等の支援

状況等を勘案し、債務者区分を判定しております。 

 なお、貸出条件を緩和した債務者のうち、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画及び合理的かつ実現可能性

の高い経営改善計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始された場合には、当該債務者に対する貸出金

は貸出条件緩和債権には該当しないものとしております。 

 また、当行では、市場性ローンを含むストラクチャードファイナンスや非日系融資などのSFセンター及び国際

部において運用している貸出金を本部貸出金として管理しており、これらについては、債務者のキャッシュ・フ
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ローの状況、延滞の有無及びその期間並びに法的整理等の事象の有無といった形式的な側面に加えて、各案件の

リスク要因の把握やリスク度合いの分析及び外部格付け等の入手可能な情報に基づき、これらを総合的に勘案し

債務者区分を判定しております。  

②重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定 

 当行では、過去の貸倒実績率と将来の予想損失率には一定の関連性があるとの前提のもと、正常先債権及び要

注意先債権に相当する債権については、主として、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間

における平均値、または景気循環等長期的な視点も踏まえた過去の平均値に基づき損失率を求め、これに貸出金

の平均残存期間等必要な修正を考慮した予想損失率により要引当額を算出しております（当連結会計年度におけ

る平均残存期間は、正常先は5.32年、要注意先は4.02年となっております）。破綻懸念先債権に相当する債権に

ついては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して過去の

貸倒実績率に基づく予想損失率を乗じて要引当額を算出しております。 

 また、「①金額の算出方法」に記載のとおり、貸出条件を緩和した債務者のうち、実現可能性の高い抜本的な

経営再建計画及び合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始され

た場合には、当該債務者に対する貸出金は貸出条件緩和債権に該当しないものとしております。 

 なお、当連結会計年度末においては、新型コロナウイルス感染症の影響は、引き続き一定期間継続するものと

想定しており、当該想定のもとで影響が大きい業種の今後の動向、影響を受けている個別の債務者の業績回復見

通しや債務者が作成した経営改善計画等の達成見込みなど当行が入手できる情報に基づき検討した結果も考慮し

たうえで債務者区分の判定を行い、貸倒引当金を計上しております。 

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 

 上記、過去の貸倒実績率と予想損失率との相関関係、貸出金の平均残存期間、債務者が作成した経営改善計画

等の実現可能性及び新型コロナウイルス感染症の影響についての想定など、債務者区分の判定や貸倒引当金の金

額の算出に用いた主な仮定には不確実性が含まれており、想定していなかった大口の債務者の業況悪化に伴う貸

倒実績率の上昇や貸出金の残存期間の長期化、債務者が作成した経営改善計画等の計画数値の前提となった経営

環境の変化のほか、新型コロナウイルス感染症の影響が想定以上に深刻化する場合には、貸倒引当金の積み増し

が必要となるなど、損失額が増加する可能性があります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く） 

  2,635百万円 

 

 ２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、

連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているも

のであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、

外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記され

ている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であり

ます。 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 21,901百万円 

危険債権額 46,786百万円 

三月以上延滞債権額  650百万円 

貸出条件緩和債権額  27,659百万円 

合計額 96,998百万円 

 

   破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によ

り経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

   危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しな

いものであります。 
   三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債

権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 
 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債

権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

   なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
 （表示方法の変更） 

 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年１月24日 内閣府令第３号）が2022年３月31日から施行

されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づ

く開示債権の区分等に合わせて表示しております。 

 

３．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額

面金額は15,479百万円であります。 

 

４．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士協

会会計制度委員会報告第３号 2014年11月28日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元

本金額のうち、連結貸借対照表計上額は1,341百万円であります。 

 

５．担保に供している資産は次のとおりであります。 

  担保に供している資産 

有価証券 1,225,738 百万円 

貸出金 523,614 百万円 

その他資産 73 百万円 

担保資産に対応する債務 

借用金 656,830 百万円 

債券貸借取引受入担保金 588,355 百万円 

売現先勘定 191,006 百万円 

預金 32,234 百万円 

 上記のほか、日本銀行当座貸越契約、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証

券21,436百万円、商品有価証券99百万円及びその他資産25百万円を差し入れております。 

 また、「その他資産」には、金融商品等差入担保金40,716百万円、先物取引差入証拠金1,387百万円、保証金793

百万円、中央清算機関差入証拠金53,928百万円が含まれております。 
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６．当座貸越契約及び貸付金等に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、1,613,796百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任

意の時期に無条件で取消可能なものが1,484,842百万円あります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ

らの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子

会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けら

れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に

予め定めている行内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講

じております。 

 

７．有形固定資産の減価償却累計額 81,304 百万円 

 

８．有形固定資産の圧縮記帳額 4,981 百万円 

 

９．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の

額は101,798百万円であります。 

 

10．社債には、劣後特約付社債10,000百万円が含まれております。 
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（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、株式等償却1百万円を含んでおります。 

 

２．当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

（イ）岡山県内 

用途 営業用店舗等 10ヵ所 

 遊休資産 ３ヵ所 

種類 土地及び建物等  

減損損失額 309 百万円  

（ロ）岡山県外 

用途 営業用店舗等 ３ヵ所 

 遊休資産 ３ヵ所 

種類 土地及び建物等  

減損損失額 195 百万円  

 これらの営業用店舗等は、営業キャッシュ・フローの下落により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額（す

べて正味売却価額）まで減額し、当該減少額を減損損失（505百万円）として特別損失に計上しております。 

 当行の営業用店舗等については、継続的な収支の把握を行っているグループ店単位または支店単位で、処分予定

資産及び遊休資産については各資産単位でグルーピングしております。また、本部、コンピューターセンター、厚

生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。 

 連結される子会社及び子法人等については、主として各社を１つの資産グループとしております。 

 なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額によ

る場合は不動産鑑定評価基準に基づき、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを４％で割り引いて、それ

ぞれ算出しております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 
 

 
当連結会計年度 
期首株式数 

当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

摘要 

発行済株式      

普通株式 195,272 － － 195,272  

合計 195,272 － － 195,272  

自己株式      

普通株式 7,213 2,307 － 9,520 注 

合計 7,213 2,307 － 9,520  
 

注．増加株式数2,307千株のうち、1,148千株は2021年５月14日開催の取締役会決議による買受けによるもの、1,158千

株は2021年11月12日開催の取締役会決議による買受けによるもの、残りの０千株は単元未満株式の買取りによる

ものです。 

 

 ２．新株予約権に関する事項 
 

区分 
新株予約権の 

内訳 

新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高  
(百万円) 

摘要 当連結会計 
年度期首 

当連結会計 
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

当行 
ストック・オプション 
としての新株予約権 

― 256  

合計 ― 256  

 

 ３．配当に関する事項 

（1）当連結会計年度中の配当金支払額 
 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

2021年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 2,256 12.00 2021年３月31日 2021年６月28日 

2021年11月12日 
取締役会 

普通株式 2,149 11.50 2021年９月30日 2021年12月７日 

合計 － 4,406 － － － 

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの 
 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

2022年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 3,064 利益剰余金 16.50 2022年３月31日 2022年６月27日 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

 当行グループ（当行及び連結される子会社及び子法人等）は銀行業務を中心に金融サービスにかかる事業を行

っております。グループ企業の中核をなす銀行業務として、主に預金業務により資金調達を行い、貸出金業務や

有価証券投資業務等により資金運用を行っております。 

 また、当行が保有している資産・負債の将来の金利や為替、債券、株式価格などの変動に伴うリスクをヘッジ

し収益を安定させること及びお客さまのニーズにお応えし、各種のリスクヘッジ手段を提供することを主目的に

デリバティブ取引も行っております。  

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

 当行グループが保有する主な金融資産は、主として国内の法人、地方公共団体及び地方公社、個人に対する貸

出金です。貸出金は、割引手形、手形貸付、証書貸付、当座貸越に区分され、信用供与先の財務状況の悪化等に

より資産の価値が減少ないし消失し損失を被る「信用リスク」や金利が変動することにより利益が低下ないし損

失を被る「金利リスク」にさらされています。 

 有価証券、商品有価証券及び買入金銭債権は、主に株式、債券及び外国債券、信託受益権です。これらは、満

期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しており、発行体の「信用リスク」、「金利リスク」、有価証

券等の価格の変動に伴って資産価格が減少する「価格変動リスク」及び為替相場が当初の予定と相違することに

よって損失が発生する「為替リスク」にさらされています。また、市場の混乱等により市場において取引ができ

ないことや、通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被る「市場流動性リスク」

にさらされています。（※「金利リスク」「価格変動リスク」「為替リスク」を総称して「市場リスク」といい

ます。） 

 預金及び譲渡性預金は、主として国内の法人、地方公共団体及び地方公社、個人に対する円建及び外貨建であ

り、預金は当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、別段預金、納税準備預金、非居住者円預金、

外貨預金、特別勘定預金に区分されます。調達である預金は、運用である貸出金・有価証券との期間のミスマッ

チや予期せぬ預金の流出により、必要な資金確保が困難になる、または通常より著しく高い金利での資金調達を

余儀なくされることにより損失を被る「資金繰りリスク」や「金利リスク」にさらされています。 

 当行が利用しているデリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ取引、金利キャップ取引）、通貨関連

取引（通貨スワップ取引、通貨オプション取引、為替予約取引、ノンデリバラブル・フォワード取引）、債券関

連取引（債券先物取引、債券オプション取引）、株式関連取引（株式先物取引、株式オプション取引）、クレジ

ットデリバティブ取引（クレジット・デフォルト・スワップ取引）などであります。当行におけるデリバティブ

取引は、当行が保有している資産・負債の将来の金利や為替、債券、株式価格などの変動に伴うリスクをヘッジ

し収益を安定させること及びお客さまのニーズにお応えし、各種のリスクヘッジ手段を提供することを主目的と

している一方、短期的な売買差益を獲得する目的（トレーディング目的）での利用については、一定のポジショ

ン枠、損失限度額を定めた上で限定的に取扱っております。 

 上記のうち、ヘッジ目的のデリバティブ取引は、行内規程等に定めるヘッジ方針（金利リスク等の軽減）に基

づき実施しており、貸出金、有価証券を対象とした金利スワップ取引及び外貨建有価証券や預金を対象とした通

貨スワップ取引等があります。なお、ヘッジの有効性の評価方法として、相場変動を相殺するヘッジについては、

ヘッジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ

特定するほか、一部については個別に対応させて評価しております。また、為替変動リスクのヘッジについては、

通貨スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジ

ション相当額が存在することを確認することにより、ヘッジの有効性を評価しております。 

 

（3）金融商品にかかるリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

 信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランス資産を含む）の価値が減少

ないし消失し、損失を被るリスクをいいます。 

 当行では、経営体力の範囲内で、リスクに見合ったリターンを確保できる取引を行い、健全な資産構造を構

築するため、各業務部門にわたる多様な取引に内在する信用リスクについて、それぞれの特性に適合したリス

ク評価方法および管理方法を定め、適切に管理することを基本方針としております。信用リスク管理の枠組

み・制度については、「信用リスク管理基準」に、また具体的な管理方法については各種規程に定め、適切に

管理しております。 

 信用リスク管理体制は、審査・管理部門が営業推進部門（営業店および営業部門）における個別案件の信用

リスクを管理し、審査・管理部門および営業推進部門から組織・業務が独立した「コンプライアンス・リスク

統括部」が信用リスク管理統括部署として信用リスク全体を統括管理しております。また、信用リスク管理の

内部監査を担う与信監査担当を監査部門に設置し、信用リスク管理に関する監査体制を構築しております。 
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 信用リスク管理方法として、具体的には、「債務者格付」「自己査定」等を通して与信先の企業実態を多面

的に把握することにより、個別案件の審査、与信実行後の管理、償却・引当を適切に実施しております。また、

ポートフォリオ管理の観点から、「与信残高の構成」や「信用リスク量」、「『信用コスト』を控除した収

益」等をモニタリングすることにより、信用リスクのコントロールと安定的な収益の増強を目指しております。 

 なお、信用リスク量については、信用リスク管理計画で定めた限度額の範囲内であることを検証するととも

に、自己資本の充実度を評価するためのストレス・テストを実施し、結果を定期的に取締役会等へ報告してお

ります。 

 与信集中リスクについては、「債務者別」「業種別」「国別」に与信状況の把握ならびに管理を行っており、

その状況を定期的に取締役会等へ報告しております。 

 また、大口与信先の管理については、「与信管理委員会」において、大口与信先の企業実態を多面的に調

査・分析し対応策等を検討のうえ、常務会で審議を行うとともに、結果を定期的に取締役会へ報告するなど、

適切に管理する体制としております。 

 

② 市場リスクの管理 

 市場リスクとは、金利や為替、株式等の市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債（オフ・バラ

ンスを含む）の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスク

をいいます。 

 当行では、市場リスクの状況を現在価値変動と資金利益変動の両面から把握・分析するとともに、ストレ

ス・テストを行うなど多面的に評価することを市場リスク管理の基本方針としております。市場リスク管理の

枠組み・制度については「市場リスク管理基準」に、また具体的管理方法については各種規程に定め、適切に

管理しております。 

 市場リスク管理体制は、市場運用部門（フロント・オフィス）と事務管理部門（バック・オフィス）を分離

し、さらにリスク管理部門（ミドル・オフィス）を設置して相互に牽制する体制としております。 

 市場リスク管理方法として、市場業務における有価証券等の売買により売買益を狙うトレーディング業務に

ついては、取引限度や損失限度額を設け、一定額以上の損失が生じないように管理しております。バンキング

業務（投資有価証券業務）については、中長期的に安定収益を確保するため、ＡＬＭ分析やＶａＲ（バリュ

ー・アット・リスク）による分析などにより、リスクとリターンのバランスに配慮したリスク管理運営を行っ

ております。なお、市場業務については、市場リスクを中心として、信用リスクおよび流動性リスクを含めて

機動的に管理できる体制を整備しております。 

 預貸金業務を含めた銀行全体の市場リスクの管理については、金利リスク量の計測をはじめとして多面的に

リスクの状況分析を行い、リスク管理委員会およびＡＬＭ委員会において、資産・負債の総合的な管理という

観点から議論のうえ、運用・調達方針の検討を行っております。 

【市場リスクに係る定量的情報】 

（リスク管理上、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品） 

 当行では、市場リスク量をＶａＲにより計測し、限度額の管理ならびにストレス・テストなどを行い、リ

スクを多面的に把握・分析、評価し、管理しております。 

 前提条件として、価格や金利の変動が正規分布に従うと仮定する分散共分散法を採用し、観測期間を５年

間、信頼区間を99.9％、保有期間をバンキング業務は125営業日、トレーディング業務は10営業日としており

ます。金融商品のうち、株式（非上場株式を除く）・投資信託・その他資産については価格変動リスク、債

券・預金・貸出金等については金利リスクとして計測し、価格変動リスクと金利リスクとの相関（注）を考

慮しております。 

（注） 一般的に平常時においては、株価が上昇した時は金利も上昇し（債券価格は下落）、また逆に、株

価が下落した時は金利も低下（債券価格は上昇）するなど、株価と金利は順相関の関係（株価と債

券価格は逆相関）にあります。当行の市場リスク量は、この相関関係を考慮しておりますので、価

格変動リスクと金利リスクを単純合算した値よりも小さくなります。なお、市場環境の急激な変化

などのストレス時には、上記の相関関係通りの動きとならない可能性がありますので、別途ストレ

ス・テストや資本配賦運営等により補完する体制としております。 
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 2022年３月31日（当期決算日）の市場リスク量は、次のとおりです。 

（単位：百万円） 

市場リスク量 161,362 

バンキング業務 161,321 

（価格変動リスク） (107,050) 

（金利リスク） (64,830) 

（相関考慮） (△10,559) 

トレーディング業務 41 

 なお、当行では、市場リスク計測の有効性を確認するため、ＶａＲと損益を比較するバック・テスティン

グを定期的に行っております。なお、比較する損益は、ＶａＲ計測時のポートフォリオを固定した場合にお

いて発生したと想定される損益を使用しております。バック・テスティングの結果、市場リスク計測モデ

ル・計測手法等には問題がないと判断しております。 

 ただし、ＶａＲは過去の相場変動をもとに一定の前提条件を置き統計的に算出した値であるため、前提条

件を超えたリスクは捕捉できない場合があります。このため、別途ストレス・テスト等により補完する体制

としております。 

 

（リスク管理上、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品） 

 当行では、非上場株式については、市場リスク計測の対象外としております（信用リスクで計測）。 

 

③ 流動性リスクの管理 

 流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難に

なる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（以下、

「資金繰りリスク」）、ならびに市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく

不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（以下、「市場流動性リスク」）をいいま

す。 

 当行では、資金繰り運営の重要性を認識し、安定した資金繰り運営を行うことを資金繰りリスク管理の基本

方針としております。また、商品ごとの市場規模、流動性等その市場特性等を勘案し、市場流動性に十分配意

することを市場流動性リスク管理の基本方針としております。資金繰りリスク管理、市場流動性リスク管理の

枠組み・制度については「流動性リスク管理基準」に、また具体的な管理方法については各種規程に定め、適

切に管理しております。 

 流動性リスク管理体制は、資金繰りリスクについては、実際に資金繰りを行う「資金繰り管理部署」とその

資金繰り状況を監視する「資金繰りリスク管理部署」を分けて設置しており、厳重な資金繰り管理を行ってお

ります。 

 流動性リスク管理方法として、資金繰り管理部署は、市場業務を中心に各業務にかかる日々の資金繰り状況

に留意し、資金繰りリスクの抑制に努めております。資金繰りリスク管理部署は、流動性の高い資産の保有方

針や市場調達枠の設定など資金繰りリスク管理方針を定め、資金繰り管理部署の資金繰りの状況に問題がない

か監視しております。 

 なお、当行では、預金による調達が大半を占めており、資金繰りは安定しておりますが、不測の事態に備え

て、保有有価証券を活用した市場調達など、調達手段の多様化も図っております。また、外貨については市場

からの調達が多いため、外貨調達環境が悪化し市場での再調達が困難となる事態を想定したストレステストに

おいて資金繰りが可能であることを検証しているほか、外貨安定比率を設定し外貨バランスシートの中長期的

な安定性維持を図っております。また、円貨・外貨の各種指標のモニタリングを実施し、それらに基づき環境

変化に応じた対応策の検討・実施を行う枠組みを整備しております。 

 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格が含ま

れております。当該価格の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場

合、当該価格が異なることもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場

価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（(注１)参照）。また、現金預け金、債券貸借取

引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（単位：百万円） 
 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1) 商品有価証券 2,834 2,834 － 

(2) 金銭の信託 27,600 27,600 － 

(3) 有価証券    

満期保有目的の債券 11,398 11,542 144 

その他有価証券 2,473,788 2,473,788 － 

(4) 貸出金 5,259,190   

貸倒引当金（※１） 50,987   

 5,208,202 5,250,461 42,259 

資産計 7,723,823 7,766,226 42,403 

(1) 預金 7,650,506 7,650,761 255 

(2) 譲渡性預金 211,167 211,173 6 

(3) 借用金 674,134 674,169 35 

負債計 8,535,808 8,536,105 296 

デリバティブ取引（※２）    

ヘッジ会計が適用されていないもの (40,726) (40,726) － 

ヘッジ会計が適用されているもの（※３） (872) (872) － 

デリバティブ取引計 (41,599) (41,599) － 
 

(※) 連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。 

（※１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を計上しております。 

（※２） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては、（ ）で表示しております。 

(※３) ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ

等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品

に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号 2022年３月17日）を適用しております。 

 

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の

「その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 
 

区 分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式（※１）（※２） 4,023 

② 投資事業組合出資金（※３） 15,715 

③ 私募投資信託（※３） 795 

④ 外貨外国株式（※１） 0 

合 計 20,535 
 

（※１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020

年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（※２） 当連結会計年度における減損処理額は、非上場株式１百万円であります。 

（※３） 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019

年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。  



  

―40― 

 

（注２） 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 
３年以内 

３年超 
５年以内 

５年超 
７年以内 

７年超 
10年以内 

10年超 

有価証券       

満期保有目的の債券 － 10,501 897 － － － 

その他有価証券のうち 
満期があるもの 

197,714 284,896 249,652 187,827 262,790 997,145 

貸出金（※１） 1,377,755 1,061,628 729,145 462,804 499,004 1,033,842 

合 計 1,575,469 1,357,026 979,694 650,632 761,794 2,030,988 
 

（※１） 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの68,238百

万円、期間の定めのないもの26,770百万円は含めておりません。 

 

（注３） 預金、譲渡性預金及び借用金の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 
３年以内 

３年超 
５年以内 

５年超 
７年以内 

７年超 
10年以内 

10年超 

預金（※） 7,401,093 204,876 43,537 223 775 － 

譲渡性預金 210,705 462 － － － － 

借用金 661,811 7,252 3,312 669 537 550 

合 計 8,273,611 212,590 46,850 893 1,312 550 
 

（※） 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプ

ットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

当連結会計年度(2022年３月31日) 

(単位:百万円) 

区分 
時価 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

金銭の信託 － 23,000 － 23,000 

商品有価証券及び有価証券     

売買目的有価証券     

 国債・地方債等 324 2,510 － 2,834 

その他有価証券(※１)     

 株式 123,589 － － 123,589 

 国債 672,055 11,295 － 683,351 

 地方債 － 754,802 － 754,802 

 社債 － 209,589 103,581 313,171 

 その他 121,682 264,531 9,267 395,481 

資産計 917,651 1,265,728 112,849 2,296,229 

デリバティブ取引（※２）     

金利関連 － (578) － (578) 

通貨関連 － (41,026) － (41,026) 

債券関連 5 － － 5 

デリバティブ取引計 5 (41,604) － (41,599) 

(※１) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）第26項に定

める経過措置を適用した投資信託については、上記表には含めておりません。連結貸借対照表における当該

投資信託の金額は203,392百万円であります。 

（※２） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては、（ ）で表示しております。 
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(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

当連結会計年度(2022年３月31日) 

(単位:百万円) 

区分 
時価 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

金銭の信託 － － 4,600 4,600 

有価証券     

満期保有目的の債券     

 国債 11,542 － － 11,542 

貸出金 － － 5,250,461 5,250,461 

資産計 11,398 － 5,255,061 5,266,460 

預金 － 7,650,761 － 7,650,761 

譲渡性預金 － 211,173 － 211,173 

借用金 － 656,830 17,338 674,169 

負債計 － 8,518,766 17,338 8,536,105 

 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

金銭の信託 

 金銭の信託につきましては、原則として信託財産である有価証券を「有価証券」と同様の方法により

算定した価額をもって時価としており、構成物のレベルに基づき、レベル２またはレベル３の時価に分

類しております。 

 なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載してお

ります。 

 

商品有価証券及び有価証券 

 商品有価証券及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレ

ベル１の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。 

 公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しており

ます。主に地方債、社債がこれに含まれます。 

 私募債につきましては、将来キャッシュ・フローの合計額をリスクフリーレートに内部格付けに基づ

く区分ごとの信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定した価格を時価としており、レベル３

の時価に分類しております。 
 その他、相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法

を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、イ

ンプットには、スワップレート、信用スプレッド、金利ボラティリティ等が含まれます。算定にあたり

重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類しております。 
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貸出金 

 貸出金のうち、「割引手形」「手形貸付」「当座貸越」については、約定期間が短期間であり、時価

は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該帳簿価額を時価とみなしております。 

 「証書貸付」については、個々の取引から発生する将来キャッシュ・フローを見積り、現在価値を算

定しております。使用する割引率は、事業者向け・地方公共団体向け・地方公社向け貸出については、

リスクフリーレートに、内部格付ごとの信用リスク要因を上乗せした利率を用いております。個人向け

貸出金については、連結決算日時点の新規貸出利率を用いております。なお、将来キャッシュ・フロー

の見積りにあたり、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、次回の金利変更日を満

期日とみなしております。 

 また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金については、担保及び保証による回収見込

額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等

計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していると想定されることから、当該価額を時価と

しております。 

 これらの時価の算出に当たっては、観察できないインプットによる影響が重要であるため、レベル３

の時価に分類しております。 

 

負 債 

預金、及び譲渡性預金 

 預金のうち、「当座預金」「普通預金」等の要求払預金については、連結決算日に要求された場合の

支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

 「定期預金」等及び「譲渡性預金」については、将来キャッシュ・フローを商品ごとにグルーピング

し、連結決算日時点の新規預入利率で割り引いて現在価値を算定しております。当該時価はレベル２の

時価に分類しております。 

 

借用金 

 借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信

用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当

該帳簿価額を時価としております。 

 固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の新規調達を

行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間（１

年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

 これらの時価の算出に当たって、観察できないインプットによる影響が重要な場合はレベル３の時価、

そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。 

 

デリバティブ取引 

 デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の

時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。 

 ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引

の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用し

て時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボ

ラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整

を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２

の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。 
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（注２) 時価で連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル３の時価に関する情報 

(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報 

当連結会計年度(2022年３月31日) 

区分 評価技法 
重要な観察できない

インプット 
インプットの範囲 インプットの加重平均 

有価証券     

社債     

 私募債 割引現在価値法 信用スプレッド 0.028％～4.963％ 0.215％ 

 

(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益 

当連結会計年度(2022年３月31日) 

(単位:百万円) 

 
期 首 残
高 

当期の損益又はそ
の他の包括利益 

購 入 、
売 却 、
発 行 及
び 決 済
の純額 

レベル3
の 時価
へ の振
替 

レベル3
の 時価
か らの
振替 

期 末 残
高 

当期の損益に計上
した額のうち連結
貸借対照表日にお
いて保有する金融
資産及び金融負債
の評価損益 

損 益 に
計上(※
１) 

その他の
包括利益
に計上 

商品有価証券及び
有価証券 

        

その他有価証券         

 社債 104,079 △132 △169 △195 － － 103,581 － 

 その他 9,318 － 108 △158 － － 9,267 － 

(※１)連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。 

 

(3)時価の評価のプロセスの説明 

当行はバック部門にて時価の算定に関する方針及び手続を定めております。ミドル部門は使用するインプット及び

算定結果としての時価が方針及び手続に準拠しているか妥当性を確認しております。またバック部門は当該確認結果

に基づき時価のレベルの分類について判断しております。第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合に

おいては、使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価

格の妥当性を検証しております。 

 

(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

信用スプレッド 

社債の内、私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは信用スプレッドであり、当行の内部

格付に基づく区分ごとに算定した推定値です。信用スプレッドの著しい上昇（低下）は、時価の著しい低下（上昇）

を生じさせます。 
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（有価証券関係） 

 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」、並びに「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれており

ます。 

１．売買目的有価証券（2022年３月31日現在） 
 

 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 △16 

 

２．満期保有目的の債券（2022年３月31日現在） 
 

 種類 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの 

国債 11,398 11,542 144 

小計 11,398 11,542 144 

合計 11,398 11,542 144 

 

３．その他有価証券（2022年３月31日現在） 
 

 種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 111,731 52,739 58,991 

債券 1,015,527 1,001,114 14,412 

国債 477,108 466,690 10,417 

地方債 373,108 370,058 3,050 

社債 165,309 164,365 944 

その他 275,641 222,522 53,118 

外国証券 131,488 129,547 1,941 

その他 144,152 92,975 51,176 

小計 1,402,899 1,276,376 126,522 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 11,858 14,091 △2,233 

債券 735,797 746,328 △10,531 

国債 206,242 212,392 △6,149 

地方債 381,693 385,206 △3,513 

社債 147,861 148,729 △868 

その他 328,240 344,387 △16,146 

外国証券 272,470 285,889 △13,419 

その他 55,770 58,497 △2,727 

小計 1,075,895 1,104,807 △28,911 

合計 2,478,795 2,381,183 97,611 
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４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

 

 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 40,273 6,039 2,752 

債券 280,291 5,487 3,248 

国債 272,773 5,467 3,248 

地方債 7,122 18 － 

社債 395 1 － 

その他 478,396 7,674 10,121 

外国証券 441,082 4,122 9,826 

その他 37,314 3,551 294 

合計 798,961 19,200 16,122 

 

５．減損処理を行った有価証券 

 売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価

が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについて

は、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下

「減損処理」という。）しております。 

 当連結会計年度における減損処理額は、社債132百万円であります。 

 なお、当該減損処理は期末に50％以上時価が下落した銘柄については全て実施し、30％以上50％未満下落した銘

柄については、過去１年間の価格動向等により回復可能性が乏しいと判定した銘柄について実施しております。 

 

（金銭の信託関係） 

 １．運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在） 
 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

当連結会計年度の 
損益に含まれた評価差額 

（百万円） 

運用目的の金銭の信託 23,000 － 

 

 ２．その他の金銭の信託（運用目的および満期保有目的以外）（2022年３月31日現在） 
 

 
連結貸借対照表 

計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

うち連結貸借 
対照表計上額が 
取得原価を 
超えるもの 
（百万円） 

うち連結貸借 
対照表計上額が 
取得原価を 
超えないもの 
（百万円） 

その他の金銭の信託 4,600 4,600 － － － 
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（ストック・オプション等関係） 

 １．ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

営業経費 39 百万円 

 

 ２．当連結会計年度に付与したストック・オプションの内容 
 

 2021年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当行取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。） ８名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注１） 普通株式 54,000株 

付与日 2021年７月29日 

権利確定条件 該当ありません。 

対象勤務期間 該当ありません。 

権利行使期間（注２） 2021年７月30日から2051年７月29日まで 

権利行使価格（注３） １円 

付与日における公正な評価単価（注３） 728円 
 

（注１） 株式数に換算して記載しております。 

（注２） 新株予約権者は、株式会社中国銀行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限

り、新株予約権を行使できるものとします。 

（注３） １株当たりに換算して記載しております。 

 

(収益認識関係)  

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。 
(単位：百万円) 

区分 
当連結会計年度 

(自 2021年４月１日 
至 2022年３月31日) 

経常収益（注１） 128,565 

 うち役務取引等収益（注２） 19,249 

預金・貸出業務 6,514 

為替業務 5,182 

証券関連業務 2,866 

代理業務 1,664 

保護預かり・貸金庫業務 153 

保証業務 452 

その他業務 2,415 

 顧客との契約から生じる経常収益 20,780 

 上記以外の経常収益（注１） 107,785 

 経常収益合計（注１） 128,565 

（注１）企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」

に基づく収益も含んでおります。 

（注２）企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 2,972円57銭 

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 98円43銭 

潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 98円30銭 

以 上 


